
人材育成推進担当 

議案第１２２号 

港区職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

１ 改正内容 

給料表の引下げ改定に伴う退職手当への影響を考慮し、令和２年１月１

日から同年３月３１日までにおいて定年退職等をした職員の退職手当につ

いて、激変緩和措置を実施します。 

当該職員の退職手当の支給に係る基本額（給料月額）は、議案第１２１号

「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」による「港区職員の

給与に関する条例」（以下「給与条例」といいます。）の改正がなかったもの

とみなした額を用いて計算します。 

２ 施行日 

公布の日 

（例）行政職給料表（一）３級１０５号給（係長）の職員が令和２年３月

３１日に定年退職した場合（支給率（月数）：４７.７０月） 

  【激変緩和措置無しの場合】 

改正後の給与条例の給料月額（393,200 円）にて計算 

 基本額＝18,755,640 円 

【激変緩和措置有の場合】 

 改正前の給与条例の給料月額（396,100 円）にて計算 

 基本額＝18,893,970 円（差額：138,330 円） 
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